
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

許 認 可 等 の 内 容 葬祭費の支給

根 拠 法 令 及 び 条 項 新座市国民健康保険条例 第７条
被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、

葬祭費として５０，０００円を支給する。

所 管 部 課 係 名 いきいき健康部国保年金課国民健康保険係
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想定できない。条例の規定により明確にされている。

参 考 事 項

設定等年月日 平成１１年７月１日設定（平成 年 月 日最終変更）
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標準処理期間
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総日数 １週間

設定等年月日 平成１１年７月１日設定（平成 年 月 日最終変更）


